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保
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保
健
業
務
班

☎
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７
３・６
８
１
１

　
市
民
課 

国
保
年
金
係

☎
７
７
３・６
６
６
１

成
人
歯
科
健
診

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診

新
潟
県
お
も
い
や
り
駐
車
場
制
度

問
・
申
福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

☎
７
７
３・６
６
６
７

Ｆ
７
７
３・６
７
２
３

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
ど

の
障
が
い
者
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス

を
、
歩
行
が
困
難
な
人
が
利
用
し

や
す
く
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

案
内
標
示
が
あ
る
駐
車
場
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

対
障
が
い
者
・
高
齢
者
・
妊
産
婦

な
ど
、
歩
行
が
困
難
、
ま
た
は

歩
行
に
配
慮
が
必
要
な
人

※
等
級
な
ど
制
限
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

申
請
に
必
要
な
も
の

　

交
付
を
受
け
て
い
る
手
帳
な
ど

口
の
中
の
細
菌
が
出
す
タ
ン
パ

ク
分
解
酵
素
が
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
感
染
を
促
進

し
ま
す
。
特
に
歯
周
病
菌
は
強
い

障
が
い
者
差
別
解
消
法
は
、
障

が
い
の
あ
る
人
へ
の
差
別
を
な
く

す
こ
と
で
、
障
が
い
の
あ
る
人
も

な
い
人
も
、
と
も
に
生
き
る
社
会

を
つ
く
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
平
成

28
年
４
月
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

対
象
と
な
る
人
は

障
が
い
者
手
帳
を
持
つ
人
の
ほ

か
、
身
体
障
が
い
、
知
的
障
が
い
、

問
保
健
課☎７

７
３・６
８
１
１

６
月
は「
歯
と
口
の
健
康
週
間
」

感
染
予
防
の
た
め
に
お
口
の

健
康
管
理
を
し
ま
し
ょ
う

タ
ン
パ
ク
分
解
酵
素
を
持
っ
て
い

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

マ
ス
ク
生
活
で
、
会
話
の
減
少

や
口
呼
吸
に
よ
り
口
の
中
が
乾
燥

し
、
む
し
歯
に
な
る
リ
ス
ク
も
増

加
し
て
い
ま
す
。

口
内
衛
生
が
乱
れ
る
と
、
腸
内

細
菌
の
バ
ラ
ン
ス
が
く
ず
れ
、
全

身
の
免
疫
力
が
低
下
す
る
危
険
性

が
高
ま
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て

い
ま
す
。

お
口
の
健
康
管
理
に
、
セ
ル
フ

ケ
ア
と
歯
科
医
療
機
関
で
の
治
療

な
ど
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

（
引
用
：
日
本
歯
科
医
師
会
）

問
・
申
福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

☎
７
７
３・６
６
６
７

Ｆ
７
７
３・６
７
２
３

障
が
い
者
差
別
解
消
法
を

ご
存
知
で
す
か

精
神
障
が
い
（
発
達
障
が
い
を
含

む
）、
そ
の
ほ
か
心
身
の
機
能
に

障
が
い
が
あ
り
、
障
が
い
や
社
会

の
中
に
あ
る
障
壁
に
よ
っ
て
日
常

生
活
や
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限

を
受
け
て
い
る
人
で
す
。

「
不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
の
禁

止
」
と
「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」

障
が
い
者
差
別
解
消
法
で
は

「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
」
を
禁

止
し
、「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」

を
求
め
て
い
ま
す
。

特
定
年
齢
の
人
を
対
象
に
、
次

の
歯
科
健
診
を
行
い
ま
す
。

成
人
歯
科
健
診
［
保
健
課
］

・
令
和
４
年
４
月
２
日
～
令
和
５

年
４
月
１
日
に
、
21
・
31
・

41
・
51
・
61
・
71
歳
に
な
る
人

（
５
月
に
通
知
済
み
）

・
令
和
４
年
度
中
に
妊
娠
届
け
を

提
出
し
た
妊
婦

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診［
市
民
課
］

令
和
４
年
４
月
２
日
～
令
和
５

年
４
月
１
日
の
間
に
76
・
80
歳

に
な
る
市
の
後
期
高
齢
者
医
療

加
入
者

共
通
事
項

費
無
料
（
治
療
費
は
自
己
負
担
）

検
査
項
目

問
診
・
口
腔
内
審
査
・
総
合
判

定
・
口
腔
衛
生
指
導

実
施
期
間　
令
和
５
年
２
月
28
日

㈫
ま
で
（
妊
婦
は
通
年
）

申
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。
通
知

に
記
載
の
歯
科
医
院
に
直
接
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
と
は

正
当
な
理
由
な
く
障
が
い
が
あ

る
と
い
う
理
由
だ
け
で
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
拒
否
し
た
り
、
制
限
し

た
り
、
条
件
を
付
け
る
よ
う
な
行

為
で
す
。

具
体
例

・「
障
が
い
が
あ
る
」
と
い
う
理

由
だ
け
で
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
に

入
れ
て
も
ら
え
な
い
、
ア
パ
ー

ト
を
貸
し
て
も
ら
え
な
い
な
ど

・
お
店
に
入
ろ
う
と
し
た
ら
、
車

い
す
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う

理
由
で
断
ら
れ
た

合
理
的
配
慮
と
は

合
理
的
配
慮
は
、
障
が
い
の
あ

る
人
か
ら
「
社
会
の
中
に
あ
る
障

壁
を
取
り
除
く
た
め
に
何
ら
か
の

対
応
を
必
要
と
し
て
い
る
」
と
の

意
思
が
伝
え
ら
れ
た
時
に
、
負
担

が
重
す
ぎ
な
い
範
囲
で
対
応
す
る

配
慮
の
こ
と
で
す
。

具
体
例

・
車
い
す
利
用
者
が
、
建
物
の
入

り
口
に
段
差
が
あ
り
進
め
な
い

場
合
、
可
動
式
の
ス
ロ
ー
プ
な

ど
を
使
っ
て
補
助
す
る

・
意
思
を
伝
え
あ
う
た
め
に
、
絵

や
写
真
な
ど
の
カ
ー
ド
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
な
ど
を
使
う

※
福
祉
課
窓
口
で
は
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
ご

活
用
く
だ
さ
い

国の行政機関・地方
公共団体など 民間企業など

不当な
差別的
取扱い

禁止 禁止

合理的
配慮 法的義務 努力義務 

→法的義務（注１）

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の提供」（
注
１
）
令
和
３
年
５
月
に
改
正

案
が
成
立
。（
同
年
６
月
４
日

か
ら
３
年
以
内
に
施
行
）


